
      

          簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示                        

（ 建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く）） 
 

次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

 

令和８年４月２４日 

支出負担行為担当官 

四国地方整備局長 奥田 晃久 

 

１．業務概要 

１）業 務 名 令和８年度 災害に強く安全な四国のまちづくり支援検討業務       

（電子入札及び電子契約対象案件） 

２）業務内容 本業務は、甚大な被害発生が懸念される南海トラフ巨大地震等へ 

の備え、気象変動の影響により年々激甚化・頻発化する水災害リ  

スク軽減への対応、人口減少・少子高齢化に伴い増加傾向にある

空き家への対応をはじめ地域の持続可能性確保に関する課題など

抱える四国において、各地域の特性に応じた安全で災害に強いま

ちづくりに係る検討等を行うとともに、その成果を広く普及啓発

することにより、安全で安心なまちづくりに取り組む地方公共団

体を支援することを目的とするものである。 

主な業務内容は、以下のとおりである。    

          ・テストケースでの実証を通した事前復興まちづくり計画作成に 

おける３Ｄ都市モデル活用方策の検討等   １式 

・「（仮称）四国管内における事前復興まちづくり計画ポイン  

トブック（案）」の更新 １式 

・検討会等の開催  1式 

            ・災害に強いまちづくりの普及啓発に係る催しの企画 1式 

 

３）履行期間 契約締結日の翌日から令和９年３月１０日まで 

４）本業務は、提出資料、入札等を原則として電子入札システムで行う対象業務

である。 

５）本業務は、「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者等の手持ち

業務量の制限等」の試行業務である。 

６）本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システム

で行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、落札決

定後に発注者に紙契約方式選択書を提出し紙方式（契約）に代えるものとす

る。 

７）本業務は、技術提案の作成・審査に関わる事務手続きの負担軽減を目的とし



      

た試行業務である。 

８）本業務は、企業及び技術者の資格、経験及び能力等に係る各項目の自己評価

を参考資料として参加表明書に添付して提出を求める試行業務である。 

９）本業務は、賃金等の変動に対処するための試行業務である。 

  

２．参加資格 

技術提案書の提出者を選定するため、本手続への参加を希望する者は、参加表

明書を提出しなければならない。 

なお、技術提案書の提出者は、（１）に掲げる資格を満たしている単体企業で

あること。 

（１）単体企業 

（１）単体企業 

［１］予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１

条の規定に該当しない者であること。 

［２］四国地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７・８年度一般競

争（指名競争）参加資格のうち土木関係建設コンサルタント業務の認定を

受けている者であること。 

［３］参加表明書の提出期限の日から見積日までの期間に、四国地方整備局長

から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関して指名停止を受

けている者でないこと。 

［４］会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始又は再生手続開

始の決定がなされた者を除く。）でないこと。 

［５］警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者

として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続し

ている者でないこと。 

［６］技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこ

と（業務説明書参照）。なお、本業務に参加表明書を提出した者の間に資

本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全

ての者を技術提案書の提出者として選定しない。 

 

 

３．技術提案書の提出者を選定するための基準 

１）同種又は類似業務等の実績 

  下記［１］若しくは［２］の実績を有すること。 

［１］同種業務：「都市防災」又は「防災まちづくり」に関する業務 

［２］類似業務：「都市計画」に関する業務 



      

２）配置予定技術者の資格、経歴、手持ち業務の状況   

配置予定管理（主任）技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績は、

１）に示す実績を有すること。 

３）当該業務の実施体制（再委託又は技術協力の予定を含む。） 

４）過去の業務成績、業務表彰等の有無 

 

４．技術提案書を特定するための評価基準 

１）技術職員の経験及び能力 

配置予定技術者の資格、同種又は類似業務等の実施内容、手持ち業務の状

況、担当した業務の業務成績、技術者表彰の有無 

２）特定テーマの技術提案 

説明書の理解度、特定テーマに対する技術提案 

 

５．手続等 

１）担当部局 

〒７６０－８５５４ 香川県高松市サンポート３－３３ 

四国地方整備局 総務部 契約課 契約係 

電 話 ０８７－８１１－８３０３（直通） 

２）説明書の交付期間及び交付方法 

令和８年４月２４日から令和８年６月３日までの閉庁日を除く午前９時００

分から午後６時００分まで電子入札システムから入札説明書等ダウンロードシ

ステムにより配布する。 

電子入札システムのＵＲＬは、次のとおりである。 

https://www.e-bisc.go.jp/ 

３）参加表明書の受領期限、提出先及び提出方法 

令和８年４月２５日から令和８年５月１２日までの閉庁日を除く午前９時０

０分から午後５時００分まで（最終日は午後４時００分まで）に、原則として

電子入札システムにより提出すること。 

４）技術提案書の受領期限、提出先及び提出方法 

令和８年５月２１日から令和８年６月４日までの閉庁日を除く午前９時００

分から午後５時００分まで（最終日は午後４時００分まで）に、原則として電

子入札システムにより提出すること。 

 

６．その他 

１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

２）契約保証金  免除 

３）契約書作成の要否  要 

４）関連情報を入手するための照会窓口 上記５．１）に同じ。 



      

５）上記２に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない単体企

業も参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者とし

て選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の

提出時において、当該資格の認定を受けていなければならない。 

６）詳細は説明書による。 

 


